
（平成２２年９月２９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 16 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 12 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 34 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 22 件

年金記録確認兵庫地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 
 

兵庫国民年金 事案 1822 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年８月及び同年 10 月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年８月 

             ② 平成元年 10月 

私は、２、３年前に年金問題があったので、社会保険事務所(当時)で年金

記録の照会を行ったところ、平成元年８月及び同年 10 月が未納となってい

ることが分かった。 

平成３年６月ごろ、市役所に赴いて国民年金の加入手続を行ってから、も

っぱら郵便局で過年度及び現年度の保険料を納付しており、過年度保険料に

ついては、特に気を付けて納付していたにもかかわらず、申立期間の国民年

金保険料が未納になっていることは考えられないので、第三者委員会に申し

立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成３年６月ごろ、市役所で国民年金の加入手続を行ったとして

いるところ、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記

号番号は同年７月 17 日に払い出されていることが確認でき、申立人の記憶と

一致する。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付は、平成元年６月以降の

納付書を発行してもらい、過年度保険料を優先して納付したとしているところ、

オンライン記録によると、平成３年度の現年度保険料に併せて申立期間前後の

期間の過年度保険料を同一月内に納付していることが確認できる上、当該過年

度保険料の納付日は、３年度の現年度保険料の納付日より早い日付であること

が確認できることから、過年度保険料を優先して納付したとする申立人の主張

に信ぴょう性がうかがえる。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は申立期間以降に未納期間が無く、

申立期間は、それぞれ１か月と短期である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間について国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

兵庫国民年金 事案 1823 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 47年４月から 48年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年８月から 46年３月まで 

② 昭和 47年４月から 48年３月まで 

私は、申立期間当時、父の店で勤務しており、昭和 44 年８月ごろ、Ａ市

役所で父が私の国民年金の加入手続を行い、父母が市の集金人に私と父母の

三人分の保険料を毎月納付していた。私が結婚するときに、父母に「遅れた

こともあったけど、今までの分は支払い済みだから、これからは自分で支払

って下さい。」と言われ、国民年金手帳を渡されたのに未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の同手帳記号番号は、昭和

48年７月 23日に払い出されていることが確認できるところ、国民年金被保険

者台帳によると、申立期間②の直前の昭和 46年度の納付記録の摘要欄に「現」

のスタンプ印が押されており、当該年度の国民年金保険料は過年度納付されて

いることが確認できることから、上記払出しの時点で、時効完成前の納付可能

な期間までさかのぼって納付したものと推認され、申立期間②の直後の 48 年

度の国民年金保険料は現年度納付されていることが確認できることを踏まえ

ると、申立期間②の国民年金保険料を過年度納付したものと考えるのが自然で

ある。 

一方、申立期間①については、上記払出しの時点では、時効により国民年金

保険料を納付できない期間である上、申立人は、申立期間①の国民年金保険料

の納付に関与しておらず、納付していたとする申立人の両親は既に死亡してお

り、具体的な納付状況が不明である。 



 
 

また、申立人が主張する昭和 44 年８月ごろに、申立人に対して別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない

上、当該期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料(家計簿、確定

申告書等)は無く、ほかに当該期間の国民年金保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和47年４月から48年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

兵庫国民年金 事案 1824 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年４月から 50 年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 50年 10月まで              

私は、結婚と同時にＡ県Ｂ市に転居し、その翌年の昭和 53年ごろに自宅

へＢ市役所からはがきが届いた。そこには、法律改正によって国民年金の未

納期間分が特別に納付できるようになったと記載されており、相談場所とし

て市役所及びその他数か所の出張所名が記載されていた。私は、夏の暑い日

にそのはがきに記載されていた相談場所に出向いて説明を受け、未納期間の

保険料を支払うことにした。確か支払額は１か月 4,000円ぐらいで、計算し

てもらった合計金額が 30 万円ぐらいだったと思う。とても一括で支払える

ような金額ではなかったので、１年以上かけて分割で支払った。確かに保険

料を支払ったはずなのに記録が無いことになっているので、調査して記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、60 歳に到達するまでの国民年金加入期間につ

いて保険料をすべて納付しており、納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人は、昭和 52 年 12 月の婚姻と同時にＡ県Ｂ市へ転居し、53 年

ごろに同市役所から第３回特例納付に関するはがきが届いたため、案内された

相談会場へ相談に行き、その後、分割で保険料を納付したと主張しているとこ

ろ、申立人は、そのはがきの一部（はがきの一部は破損しているものの、第３

回特例納付の記載がある）の写しを所持しており、その内容が第３回特例納付

実施（53年７月から 55年６月まで）の案内であったと推認できる上、申立期

間は記録上、強制加入期間であり、申立人が記憶する保険料納付金額と申立期

間を特例納付した場合の保険料額はおおむね一致する。 



 
 

さらに、申立人の元夫によると、当時（昭和 53 年ごろ）は、Ｃ事業所（現

在は、Ｄ事業所）に勤務しており、そのころに社会保障関連の仕事をしていた

こともあって、国民年金の特例納付についての知識もあり、元妻（申立人）か

らの相談に対して、特例納付をした方が良いと話をし、むしろ納付を勧めたと

していることから、申立人の供述内容は信憑
ぴょう

性が高い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

兵庫国民年金 事案 1825 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年４月から 38年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住 所 ：  

                  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 38年３月まで 

申立期間当時、家族で事業を営んでおり、父親が、老後のために年金は大

切であり、国民の義務でもあると話しており、父親が、私を含めた家族の国

民年金保険料を女性の集金人に納めてくれていたことを覚えている。 

記録を確認したところ、昭和 37 年度の国民年金保険料が未納とされてい

ることが分かったが、父親は、未納なく納めてくれていたはずなのに、同年

度だけが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間以外の国民年金保険料をすべて納付していることが確認

でき、申立人及び申立人の父親の納付意識の高さがうかがえる。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の同手帳記号番号は、

昭和37年12月ごろに払い出されたものと推認され、オンライン記録によると、

申立期間直前の昭和 36 年度の国民年金保険料が納付済みとなっていることが

確認できることから、申立人の父親が、申立人の国民年金の加入手続を行った

後に、当該期間の保険料を過年度納付したものと推認されることから、納付意

識の高い申立人の父親が、申立期間の国民年金保険料を納付しないのは不自然

である。 

さらに、申立期間は 12 か月と比較的短期間であり、申立期間前後の国民年

金保険料が納付済みであることが確認できる上、申立人は、申立期間の前後を

通じて家族で事業を営んでおり、当時の商品は価格が高値で安定していたとし

ており、国民年金保険料を納付する上で経済的な問題も無かったことがうかが

える。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



 

兵庫厚生年金 事案 2133 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 43年９月 21日から同年 12月 13日までの

期間については厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、Ａ社における資格喪失日を 43年 12月 13日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年４月３日から同年８月 24日まで 

             ② 昭和 43年９月 21日から同年 10月１日まで 

             ③ 昭和 43年 10月１日から 44年１月 13日まで  

申立期間①について、私は昭和 32 年４月３日にＡ社に正職員として採用

され、同日から厚生年金保険に加入したはずであり、申立期間②及び③につ

いても継続して勤務し、厚生年金保険に加入しているはずなので調査してほ

しい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②及び③のうち、昭和 43年９月 21日から同年 12月 13日までの

期間について、元同僚３人は、「申立人は、申立期間②及び③の期間につい

て、業務に従事していた。」とそれぞれ供述していることから、申立人が当

該期間において、Ａ社に継続して勤務していたと推認できる。 

またＡ社の元事務局長は、「申立期間②及び③の期間について、申立人の

給与から厚生年金保険料を控除していた。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人は、申立期間において、事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されたことが認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 43

年８月の社会保険事務所（当時）の記録から６万円とすることが妥当である。 

    なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

当時の事業主の居所も不明であり、これを確認できる関連資料及び周辺事情



 

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間①について、元同僚７人の証言から期間は特定できないものの、 

申立人が、Ａ社に勤務したことはうかがえる。 

しかしながら、元同僚の一人は、｢私自身の厚生年金保険の記録は、昭和

32 年８月からになっている。私は同年２月に入社し、その後約６か月間の

試用期間があり、その期間中は厚生年金保険に加入しなかった。｣と証言し

ており、他の元同僚６人も「３か月間から６か月間の試用期間があり、その

期間は厚生年金保険に加入しなかった。」旨の証言をしている。 

これらのことから判断すると、Ａ社は従業員を入社と同時に厚生年金保険

に加入させる取扱いではなく、入社してから相当期間経過後に加入させてい

たことがうかがえる。 

また、Ａ社は既に解散しており、当時の事業主の居所も不明であることか

ら、申立人の申立期間①当時の厚生年金保険料控除について確認することが

できない。 

３ 申立期間③のうち、昭和 43年 12月 13 日から 44年１月 13日までの期間

について、オンライン記録によると、Ａ社は 43年 12 月 13日に厚生年金保

険の適用事業所ではなくなっており、同日において当該事務を取扱っていた

元事務局長を含む８人全員が厚生年金保険被保険者資格を喪失した記録が

確認できる。 

また、その後の昭和 44 年１月 13日に厚生年金保険の適用事業所の新規適

用を受けたＢ社において、申立人と元事務局長を含む 13 人が被保険者資格

を取得した記録が確認できるところ、当該事業所は上記期間については厚生

年金保険法の強制適用事業所に該当していなかったことが確認できる。 

４ このほか、申立人が申立期間①及び申立期間③のうち、昭和 43 年 12 月

13 日から 44 年１月 13 日までの期間に係る厚生年金保険料を給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び申立期間③の

うち昭和 43年 12月 13日から 44年 1月 13 日までの期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2134 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成９年７月１日から同年 10 月１日までの期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該期間に係る標準報

酬月額に係る記録については、同年７月及び同年８月を 22 万円、同年９月を

24万円に訂正することが必要である。    

なお、事業主が、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住 所 ：   

             

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： ① 平成７年８月１日から同年 10月１日まで 

             ② 平成９年７月１日から同年 10月１日まで 

             ③ 平成 10年 10月１日から同年 12月１日まで 

             ④ 平成 19年６月１日から同年８月１日まで 

    給与から控除されている厚生年金保険料額と国（厚生労働省）が管理する

オンライン記録に基づく厚生年金保険料額が異なっているので、正常な標準

報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であること

から、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

２ 申立期間のうち、平成９年７月１日から同年 10 月１日までの期間につい

ては、申立人から提出された給料支払明細書から、その主張する標準報酬月



 

額（９年７月から同年８月までは 22万円、同年９月は 24万円）に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが認められる。 

なお、申立人に係る当該期間の保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明であるとしており、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。  

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

３ 申立期間のうち平成７年８月１日から同年 10 月１日までの期間、10 年 

10 月１日から同年 12 月１日までの期間、及び 19 年６月１日から同年８月

１日までの期間については、申立人の保管している給与明細書により確認で

きる保険料控除額及び報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額のいずれ

か低い方の額が、オンライン記録の標準報酬月額と同額かこれを下回る額で

あることが確認できることから、特例法による保険給付の対象にあたらない

ためあっせんは行わない。 

 

 

 

 



                      
 

  

兵庫厚生年金 事案 2135 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申立期

間の標準報酬月額に係る記録を、平成６年 12月及び７年１月は 26万円、同年

２月から８年９月までは 24万円、同年 10月から９年７月までは 22万円、同

年８月から同年 11月までは 32万円、10年３月から 11年４月までは 22万円、

同年５月は 18 万円、同年６月から 12 年５月までは 22 万円、同年６月は 20

万円、同年７月から同年 12月までは 22万円、13年１月及び同年２月は 18万

円、同年３月は 24万円、14年４月から 15年１月までは 24万円、同年２月は

19万円、同年３月は 24万円、同年４月は 26万円、同年５月は 24万円、同年

６月は 13万 4,000円、同年７月及び同年８月は 17万円、同年９月は 22万円、

同年 10 月は 24 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 22 万円、16 年１月は 17 万

円、同年２月は 13万 4,000円、同年３月は 24万円、同年４月は 17万円及び

同年５月は 12万 6,000円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成６年 12月１日から９年 12月 15日まで 

         ② 平成 10年３月 23日から 13年４月 30日まで 

         ③ 平成 14年４月 22日から 16年６月１日まで 

私は、Ａ社に入社してから退職するまでの間、厚生年金保険被保険者期間

は勤めた期間と合っているのに、所持している給与明細票の額と、申立期間

の厚生年金保険の標準報酬月額が大幅に違っているので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報

酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源

泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基



                      
 

  

づく標準報酬月額の範囲内であり、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人が所持する給与明

細書において確認できる保険料控除額又は報酬月額から、申立期間のうち、平

成６年 12月及び７年１月は 26万円、同年２月から８年９月までは 24万円、

同年10月から９年７月までは22万円、同年８月から同年11月までは32万円、

10年３月から 11年１月までは 22万円、同年３月及び同年４月は 22万円、同

年５月は 18万円、同年６月から 12年５月までは 22万円、同年６月は 20万円、

同年７月から同年 12月までは 22万円、13年１月及び同年２月は 18万円、同

年３月は 24 万円、14 年４月から 15 年１月までは 24 万円、同年２月は 19 万

円、同年３月は 24万円、同年４月は 26万円、同年５月は 24万円、同年６月

は 13万 4,000円、同年７月及び同年８月は 17万円、同年９月は 22万円、同

年 10月は 24万円、同年 11月及び同年 12月は 22万円、16年１月は 17万円、

同年２月は 13万 4,000円、同年３月は 24 万円及び同年４月は 17万円に訂正

することが妥当である。 

また、申立期間のうち、平成 11 年２月１日から同年３月１日までの期間に

ついて、申立人は給与明細書を所持していないものの、申立人が所持する同年

分年末調整表の社会保険料控除額から当該期間の前後の期間と同額の厚生年

金保険料が控除されていたものと考えられることから、当該期間の標準報酬月

額については、22万円とすることが妥当である。 

さらに、申立期間のうち、平成 16 年５月１日から同年６月１日までの期間

について、申立人は給与明細書を所持していないため、当該期間の報酬月額が

確認できないものの、当該期間の前後の報酬月額から、当該期間の標準報酬月

額については、12万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は、書類を保管してないため不明であるとしているもの

の、申立期間の給与明細書において確認できる保険料控除額又は報酬月額に見

合う標準報酬月額と社会保険事務所（当時）で記録されている標準報酬月額が

全期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与明細書で確認できる

保険料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所は、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料に

ついて、納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと

認められる。 



                      
 

  

兵庫厚生年金 事案 2136 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社（現在は、Ｂ社）における申立人の被保険

者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 35 年１月８日）及び資格取

得日（同年４月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を１万 4,000円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年１月８日から同年４月１日まで  

昭和 34 年 12 月２日にＡ社に入社し、36 年 12 月 21 日までの２年間、退

職することなく継続して勤務したが、年金事務所で確認すると、３か月間の

空白があることが判明したので調査の上、年金記録の訂正を願う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録によると、Ａ社において昭和 34年 12月２日に

厚生年金保険被保険者資格を取得し、35 年１月８日に同資格を喪失後、同

年４月１日に同社において再度同資格を取得しており、同年１月から同年３

月までの期間の被保険者記録が無い。 

しかし、申立期間において、同郷の元同僚は、「申立人とは一緒の船でＣ

市にやって来て、同じ社員寮で生活していた。申立期間において申立人が退

職したとか病気で休業していたというようなことは記憶に無い。」と証言し

ていることから、申立人が申立期間においてＡ社に継続して勤務していたこ

とが推認できる。 

また、申立人は、申立期間において業務内容に変更は無かったと供述して

おり、同職種の元同僚 17 人の当該期間における厚生年金保険の被保険者記

録は全員が継続している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



                      
 

  

すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 34

年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から１万 4,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ

社は不明であるとしているが、同社が保管している厚生年金保険被保険者資

格取得確認通知書（副）によると、申立人に係る同社における資格取得日は

昭和 34年 12月２日及び 35年４月１日となっていることが確認できる上、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていな

いのもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことか

ら、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格喪失及び資格取得の届出を

行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 35 年１月か

ら同年３月までの保険料についての納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      
 

  

兵庫厚生年金 事案 2137 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ支店に勤務し、厚生年金保険被保険者で

あったと認められることから、同事業所における資格取得日に係る記録を昭和

20年５月２日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 （死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年５月２日から 21年３月 1日まで 

昭和 11年４月１日から 33年１月 10日までＡ社に勤務していたが、20年

５月２日から 21 年３月１日までが空白の期間になっている。その頃は、Ｂ

支店に転勤になり家族でＢ市に昭和 29 年まで住んでいた。会社の在籍証明

書も添付するので調査願いたい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて 

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する社員記録表、同社発行の在籍証明書及び同社の回答から判断

すると、申立人は同社に継続して勤務し（同社Ｃ工場から同社Ｂ支店に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。  

なお、異動日については、申立人の供述から昭和 20 年５月２日とすること

が妥当である。 

一方、オンライン記録で確認できる昭和 21年３月１日から 22年４月１日ま

での期間に係る申立人の厚生年金保険被保険者記録について、資格取得日を確

認すると、オンライン記録では 21 年３月１日と記録されているところ、Ａ社

Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」とい

う。）及び申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（以下「旧台帳」という。）

では 21年５月１日と記録されていることが確認できる。 

また、資格喪失日を確認すると、オンライン記録及び旧台帳では昭和 22 年



                      
 

  

４月１日と記録されているところ、被保険者名簿によると同月 10 日と記録さ

れていることが確認できる。 

さらに、当該期間に係る事業所名については、被保険者名簿ではＡ社Ｂ支店

と記載されているところ、旧台帳では同社Ｃ工場と記載されており、オンライ

ン記録、被保険者名簿及び旧台帳との間で記録の内容が一致しない。 

加えて、Ａ社に係る申立人の被保険者記録は一つの番号で管理されていると

ころ、被保険者名簿及びオンライン記録で確認できる昭和 22 年４月１日から

29年４月 11日までの期間の被保険者記録が旧台帳には記載されておらず、こ

のことについて、日本年金機構は、「本来、同一年金番号の記録は、一つの旧

台帳に記載されるべきものだが、現存する旧台帳と異なる記録がオンライン記

録にあるということは、もう一つの旧台帳があった可能性がある。」と回答し

ている。 

これらを総合的に判断すると、申立人に係る記録が適切に管理されていなか

ったものと認められ、昭和 20 年５月２日に申立人のＡ社Ｂ支店における厚生

年金保険の被保険者資格を取得した旨の届出を事業主が社会保険事務所（当

時）に行ったと認められる。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保

険法の一部を改正する法律（昭和44年法律第78号）附則第３条の規定に準じ、

１万円とすることが妥当である。 

 



                      
 

  

兵庫厚生年金 事案 2138 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格喪失日に係る記録を昭和 46 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 10万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 （死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年３月 31日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 46年４月１日付けでＡ社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動したが、

同社Ｃ支店での厚生年金保険被保険者資格喪失日が同年３月 31 日、同社Ｄ

支店での資格取得日が同年４月１日となっているため、被保険者期間が１か

月欠落している。その欠落した期間を被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が提出した人事記録（社員台帳）から判断すると、申立人はＡ社に継続

して勤務し（昭和 46年４月１日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店に係る昭和

46 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、10 万円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は、Ａ社Ｃ支店に係る申立人の被保険者資格

喪失日を昭和 46年３月 31日と誤って届け出たとしている上、申立期間の保険

料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認め

られる。 



                      
 

  

兵庫厚生年金 事案 2139 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格喪失日に係る記録を昭和 27年３月 20日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年 11月 19日から 27年３月 20日まで 

    私は、昭和 21年にＡ社に入社し、翌年からは同社Ｃ支店で勤務していた。

昭和 26 年に同社Ｄ支店の開設準備委員となり、Ｄ地にある開設準備室に転

勤したが、同支店の開店準備が遅れ、同支店は、27年３月 20日に厚生年金

保険の適用事業所となった。 

    年金記録では、私がＤ支店の開店準備に従事していた期間が空白となって

いるが、私はこの間も給与を支給されており、厚生年金保険料を控除されて

いたはずであるので、調査の上、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が提出した社員台帳及び雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立

人はＡ社に継続して勤務し（同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、異動日について、当時の同僚の一人は、「昭和 26年 11月頃から、申

立人と同時期にＡ社Ｄ支店の開設準備室に赴任した。当該準備期間についても

厚生年金保険料は控除されていた。また、同支店の開店準備が遅れ、同支店は、

27年３月 20日に厚生年金保険の適用事業所となった。」と供述しており、同

支店が適用事業所となるまでの期間については、同行Ｃ支店において適用すべ

きであったと考えられることから 27年３月 20日とすることが妥当である。 



                      
 

  

そして、申立期間の標準報酬月額については、昭和 26年 10月の社会保険事

務所（当時）の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主は不明であるとしており、このほかに確認できる関連資

料、周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



                      
 

  

兵庫厚生年金 事案 2140 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 16年 12月９日は 28万円、18年７月 20

日は 25万円、同年 12月 15日は 37万 5,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 16年 12月９日 

         ② 平成 18年７月 20日 

         ③ 平成 18年 12月 15日 

私の年金記録では、平成 16年 12月、18年７月及び同年 12月の標準賞与

額の記録が無い。勤務先のＡ社に確認したところ、社会保険事務所（当時）

へ賞与の届出を行っていないことが明らかになったので、申立期間の標準賞

与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社が保管する平成 16 年分給与所得に対する所得税

源泉徴収簿によると、「社会保険料等の控除額」として厚生年金保険料が控除

されていたことは確認できるものの、その内訳は不明である。 

しかしながら、Ａ社の元同僚が所持する賞与明細書に記載されている厚生年

金保険料控除額から判断すると、同社は、賞与からの厚生年金保険料控除額に

ついて、申立期間①直前の標準報酬月額に基づいて控除していることが確認で

きることから、申立人も同様に申立期間①直前の標準報酬月額（28 万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

申立期間②及び③について、Ａ社が保管する申立期間②及び③に係る賞与明

細により、申立人は、当該期間について、その主張する額の標準賞与額（申立



                      
 

  

期間②は 25万円、申立期間③は 37万 5,000円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間①から③までに係る厚生年金保険料の事業主による

納付義務の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る賞与の届出を

行わなかったことを認めており、その結果、社会保険事務所は、当該期間に係

る標準賞与額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      
 

  

兵庫厚生年金 事案 2141 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 16年 12月９日は 22万円、18年７月 20

日は 20万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 16年 12月９日 

         ② 平成 18年７月 20日 

 私の年金記録では、平成 16 年 12 月及び 18 年７月の標準賞与額の記録

が無い。当時の勤務先のＡ社に確認したところ、社会保険事務所（当時）

へ賞与の届出を行っていないことが明らかになったので、申立期間の標準

賞与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する申立期間①に係る賞与明細書及びＡ社が保管する申立期

間②に係る賞与明細により、申立人は、申立期間①及び②について、その主張

する額の標準賞与額（申立期間①は 22万円、申立期間②は 20万円）に基づく

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る賞与の届出を行わ

なかったことを認めており、その結果、社会保険事務所は、当該期間に係る標

準賞与額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      
 

  

兵庫厚生年金 事案 2142 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 16年 12月９日は 32万円、18年７月 20

日は 24万 6,000円、同年 12月 15日は 36万 5,000円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 16年 12月９日 

         ② 平成 18年７月 20日 

         ③ 平成 18年 12月 15日 

私の年金記録では、平成 16年 12月、18年７月及び同年 12月の標準賞与

額の記録が無い。勤務先のＡ社に確認したところ、社会保険事務所（当時）

へ賞与の届出を行っていないことが明らかになったので、申立期間の標準賞

与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社が保管する平成 16 年分給与所得に対する所得税

源泉徴収簿によると、「社会保険料等の控除額」として厚生年金保険料が控除

されていたことは確認できるものの、その内訳は不明である。 

しかしながら、Ａ社の元同僚が所持する賞与明細書に記載されている厚生年

金保険料控除額から判断すると、同社は、賞与からの厚生年金保険料控除額に

ついて、申立期間①直前の標準報酬月額に基づいて控除していることが確認で

きることから、申立人も同様に申立期間①直前の標準報酬月額（32 万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

申立期間②及び③について、Ａ社が保管する申立期間②及び③に係る賞与明



                      
 

  

細により、申立人は、当該期間について、その主張する額の標準賞与額（申立

期間②は 24万 6,000円、申立期間③は 36万 5,000円）に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間①から③までに係る厚生年金保険料の事業主による

納付義務の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る賞与の届出を

行わなかったことを認めており、その結果、社会保険事務所は、当該期間に係

る標準賞与額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      
 

  

兵庫厚生年金 事案 2143 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 16年 12月９日は 28万円、18年７月 20

日は 23万円、同年 12月 15日は 34万 5,000円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 16年 12月９日 

         ② 平成 18年７月 20日 

         ③ 平成 18年 12月 15日 

私の年金記録では、平成 16年 12月、18年７月及び同年 12月の標準賞与

額の記録が無い。勤務先のＡ社に確認したところ、社会保険事務所（当時）

へ賞与の届出を行っていないことが明らかになったので、申立期間の標準賞

与額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社が保管する平成 16 年分給与所得に対する所得税

源泉徴収簿によると、「社会保険料等の控除額」として厚生年金保険料が控除

されていたことは確認できるものの、その内訳は不明である。 

しかしながら、Ａ社の元同僚が所持する賞与明細書に記載されている厚生年

金保険料控除額から判断すると、同社は、賞与からの厚生年金保険料控除額に

ついて、申立期間①直前の標準報酬月額に基づいて控除していることが確認で

きることから、申立人も同様に申立期間①直前の標準報酬月額（28 万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

申立期間②及び③について、Ａ社が保管する申立期間②及び③に係る賞与明

細により、申立人は、当該期間について、その主張する額の標準賞与額（申立



                      
 

  

期間②は 23万円、申立期間③は 34万 5,000円）に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間①から③までに係る厚生年金保険料の事業主による

納付義務の履行については、事業主は、申立人の当該期間に係る賞与の届出を

行わなかったことを認めており、その結果、社会保険事務所は、当該期間に係

る標準賞与額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      
 

  

兵庫厚生年金 事案 2144 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ出張所における資格取得日に係

る記録を昭和 42 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月１日から 43年４月１日まで 

    私は、昭和 42 年４月１日にＡ社Ｂ出張所で勤務した。しかし、厚生年金

保険の記録は 43 年４月１日に新規取得したことになっており、年金記録が

１年間欠落している。記録を回復していただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の従業員名簿、雇用保険の被保険者記録及び元同僚の証言から、申立人

は昭和 42年４月１日から同社Ｂ出張所に勤務していたことが認められる。 

また、オンライン記録により、申立期間前後の昭和 41年から 45年までの５

年間に、高校の新卒者としてＡ社Ｂ出張所に入社した 15 人について、入社日

と厚生年金保険の資格取得日について確認したところ、42年４月に同出張所に

入社した二人（申立人を含む。）以外は、すべて入社日と厚生年金保険の資格

取得日が同日であることが確認できる上、同社人事部は、「申立人の社員区分

は、入社時から厚生年金保険に加入するものであり、特定の従業員のみ保険料

を控除しなかったとは考えられない。」と証言している。 

これらのことから判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 42

年４月の人事記録から１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



                      
 

  

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、社会保険事務所

（当時）の厚生年金保険被保険者証番号払出簿によると、申立人に係る被保険

者証番号は昭和 43 年 10 月１日以降に払い出されている上、申立人が 42 年４

月１日にＡ社Ｂ出張所において被保険者資格を取得したとする届出や、その後

に事業主が行うべき厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届などのいずれ

の機会においても社会保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤るとは考え

難いことから、事業主が 43 年４月１日を申立人の資格取得日として届け、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る 42年４月から 43年３月までの保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

兵庫国民年金 事案 1826 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年１月から２年３月までの期間、２年４月から３年３月まで

の期間及び４年４月から７年３月までの期間の国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年１月から２年３月まで 

             ② 平成２年４月から３年３月まで 

             ③ 平成４年４月から７年３月まで  

    平成 19年 12月に年金記録を確認したところ、４年４月から７年３月まで

申請免除期間になっていることを知り驚いた。２年３月にＡ業を開業した後

の３年４月以降の１年間については、確かに申請免除の手続を行ったが、４

年間も続けて手続しておらず、この申請免除についても、国民年金保険料の

納付が苦しくなったために手続を行ったことから、その前の期間について保

険料を納付していないはずはない。会社退職後の元年１月ごろに、家の近く

にあるＢ市役所Ｃ支所で国民健康保険と同時に国民年金の手続を行い、７年

に口座振替を利用するまでは、保険料もその支所内の金融機関で毎月納付し

ていた。このような記録になっていることに納得できないので、よく調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、平成元年１月の厚生年金保険被保険

者資格喪失後に、国民健康保険と一緒に国民年金への種別変更の手続を行った

と主張しているところ、Ｂ市の記録では、申立人の国民健康保険被保険者資格

取得日は同年２月と確認できるものの、オンライン記録によると、申立人は、

３年６月に国民年金の未加入期間から第１号被保険者期間に記録訂正されて

いることが確認でき、この時点まで国民年金被保険者として認識されておらず、

納付書が発行されていなかったと推認できることから、申立人が申立期間に国

民年金保険料を納付したとは考え難い。 

また、申立期間③については、オンライン記録及びＢ市の国民年金収滞納記



 

録一覧表において、いずれも申請免除期間とされていることが確認でき、これ

らの記録に不自然な点は見当たらない上、申立人は、当該期間の国民年金保険

料額等の記憶が曖昧
あいまい

である。 

さらに、申立期間について、上記とは別の国民年金手帳記号番号が申立人に

対して払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人が当該

期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 1827 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年 11月から 61年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 11月から 61年３月まで 

私は、会社を退職後、国民年金に任意加入し、地区の婦人会の集金人に

保険料を未納無く納付してきた。ところが、送られてきた年金記録を見る

と、昭和 59年 11月から 61年３月までの記録が無いということにされてお

り、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 55年 10月に国民年金に任意加入した後、第３号被保険者に

該当する 61 年４月１日まで資格喪失すること無く、国民年金保険料を納付し

たと主張しているところ、国民年金被保険者台帳及びＡ市が保管する国民年金

被保険者名簿によると、共に 59年 11 月 17 日に国民年金の任意加入被保険者

の資格を喪失していることが確認でき、申立期間は、国民年金の未加入期間と

記録されており、国民年金保険料の収納が行われていたとは考え難い。 

また、申立期間当時の国民年金保険料の収納は、３か月ごとの期別により取

り扱われていたところ、申立人が所持する申立期間直前の国民年金保険料を納

付したことを示す領収書によると、昭和 59年 10月の１か月分を同年 11月 19

日に納付したことが確認できることから、国民年金任意加入被保険者の資格喪

失の手続を行った際、前月までの国民年金保険料の納付を行ったものと考える

のが自然である。 

さらに、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付

したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 1828 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年４月から 51年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 51年３月まで 

私は、昭和 50年 12月ごろ、結婚を機に国民年金に加入した。加入時に自

治会の集金人から説明を受けて、さかのぼって納付できることを知り、夫が

７年分の保険料として、まとめて４万 8,000円を納付してくれた。 

60 歳になる前に社会保険事務所（当時）に行き、夫が加入時に保険料を

納付してくれた期間が未納になっていることを知り、大変驚いた。 

納得できないので調査してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50年 12月ごろに国民年金に加入し、申立人の夫が申立期間

に係る７年分の保険料をさかのぼって納付したと主張しているが、国民年金手

帳記号番号払出簿によると、申立人の同手帳記号番号は 54年３月 19日に払い

出されており、このころに加入手続を行ったものと推認されることから、申立

人の主張する時期と相違する。 

また、申立人の国民年金の加入手続は、第３回特例納付の実施時期（昭和

53年７月から 55年６月まで）に行われており、申立期間の保険料をさかのぼ

って納付することが可能であったが、申立人は、申立人の夫がまとめて４万

8,000円の保険料を納付したとしており、同時期に申立期間について特例納付

した場合には 33 万 6,000 円の保険料が必要となることから、申立人が主張す

る金額と大きく乖離
か い り

する。 

さらに、申立人の国民年金被保険者原票によると、昭和 51 年４月から 53

年３月までの期間及び同年４月から 54 年３月までの期間について、同年３月

及び同年５月に過年度納付していることが確認できるものの、それ以外に特例

納付を行ったとする記録は確認できない上、同原票の記載内容に不自然な点は



 

見られないことから、第３回特例納付において申立期間の保険料を納付したこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、当該期間に申立人に対して別の国

民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 1829 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年４月から同年 12 月までの期間、63 年２月から平成２年

12月までの期間及び９年４月から 12年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62年４月から同年 12月まで 

             ② 昭和 63年２月から平成２年 12月まで 

             ③ 平成９年４月から 12年３月まで 

Ａ市Ｂ町に住んでいたころから、Ｃ氏という当時 50歳前くらいのメガネ

をかけた女性がＤ駅付近から自宅へ国民年金保険料の集金に来ていた。毎

月夕方に集金に来て、玄関で保険料を渡し、その時に領収書を渡されたが、

カーボン複写の控えを見せて、「こちらに控えがあり、記録が残るので、

その領収書は残さなくていいですよ。」などと言われたので捨てていた。

そのころ、私の保険料は 7,500 円ほど納めていて、元夫の分も一緒に払っ

ていた。Ａ市在住中の納付記録で保険料が未納となっている期間があるこ

とを知ったが、納付していた記憶があるので、その時の集金人を調査して、

記録を訂正してほしい。（申立期間①及び②） 

また、私は、保険料の集金をＣ氏に頼っており、Ｅ市に転居する前に、

「Ｅでも集金に来てください。」と依頼していたので、同市に転居してか

らも国民年金のことで市役所に行くことはなく、その後もＣ氏が集金に来

て保険料を払っていた。以前、Ａ市で保険料の申請免除をした際、「世帯

主は免除できません。」と言われていたので、Ｅ市では、元夫の保険料は

納め、自分の分は免除してもらっており、そのために印鑑を渡して手続し

てもらった。当該期間も保険料が未納となっているので、調査して記録を

訂正してほしい。（申立期間③） 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人は、集金人を通して保険料を継続して納

付していたと主張しているが、Ａ市が保管する国民年金収滞納一覧表による

と、申立期間に係る保険料の収納状況欄は空白となっており、保険料の納付



 

記録は確認できない上、同市では納付が確認できない月に対して、納期限の

翌月に未納通知を送付し、毎年 12月及び７月には、それまでの未納期間の累

積分の通知も送付していたとしており、同市担当職員によると、翌年度には、

社会保険事務所（当時）から未納期間に関する通知及び納付書送付が行われ

ていたとしていることから、申立人は、申立期間に係る保険料が未納となっ

ていることについて認識でき、納付書により納付することが可能であったが、

申立人は、納付書により保険料を納付した記憶は無いとしている。 

また、Ａ市の国民年金記録及びオンライン記録では、申立人が同市に在住期

間中に、申立人の元夫が保険料を納付済みで申立人のみが免除又は未納とな

っている期間が複数あり、申立人及びその夫が必ずしも同じ納付状況ではな

いことが確認できることから、申立期間①及び②についても、夫婦共に保険

料を納付していたと考えるのは不自然である。 

さらに、申立期間②のうち、昭和 63 年度については、Ａ市が保管する国民

年金被保険者名簿によると、申立人の免除申請が却下された記述が確認でき

るところ、申立人は、当該期間について免除申請した記憶は無いとしており、

申立人の記憶内容は曖昧
あいまい

である。 

申立期間③については、Ｅ市の国民年金賦課収納状況一覧表によると、申立

期間のうち、平成９年度及び 10年度の収納状況が空欄になっていることが確

認でき、オンライン記録によれば、申立期間の納付状況は未納であることが

確認できる。 

また、Ｅ市が保管する申立人の国民年金被保険者関係届では、平成９年３月

20 日に届出されていることが確認できるが、納付書の発行欄には斜線が記入

されており、免除に係る記載及び免除の申請についても記載されておらず、

その後に免除申請した形跡も確認できない。 

さらに、申立期間③において、Ｅ市では、集金人制度は無かったとしており、

Ａ市においても、同市から他市に転出した被保険者に対して同市の集金人が

訪問して手続等を行うことは無いとしていることから、申立人の主張と一致

しない。 

加えて、申立人は、申立期間③において申立人の元夫の保険料を納付してい

たと主張しているが、オンライン記録によると、当該期間に申立人の元夫は

未納であることが確認でき、申立人の記憶する納付状況と相違する。 

このほか、申立期間①、②及び③について、申立人が記憶する集金人の所

在を確認することはできず、申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない上、申立人が申立期

間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

兵庫国民年金 事案 1830 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年８月から 44年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年８月から 44年 12月まで 

私は、昭和 43 年８月６日にＡ社を退社と同時に国民年金と国民健康保険に

加入した。それは、同年＊月に長女が出生しており、親子共、病気になる不安

があったためである。その後、厚生年金保険加入までの 17 か月間に国民健康

保険を利用したことは十分考えられ、当然、保険料も納付したものと考えられ

る。しかし、国民年金保険料については、納付事実が無いとのことであるが、

納付した領収書もなく、国民年金保険料の納付を証明することは難しいが、国

民健康保険料と国民年金保険料を同時に納付したとも考えられる。また、保険

料を滞納した記憶は全く無い。国の未納確認の反証例も多く、私の記録も国の

納付事実の確認ミスと考えられるので、調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は､Ａ社を退職した昭和 43年８月ごろに、国民年金の加入手続を行っ

たとしているところ、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の同手帳

記号番号は 44年 10月に夫婦連番で払い出されていることが確認でき、国民年

金の加入手続を行ったとする時期が申立人の主張と相違する。 

また、オンライン記録によると、申立人の国民年金被保険者の資格取得日は、

平成 21年 10月７日付けで昭和 36年４月１日から 43年８月６日に訂正されて

いることが確認できるところ、国民年金被保険者台帳によると、36 年４月１

日と記録されていることが確認できることから、申立人が自ら国民年金の加入

手続を行ったとすれば、上記資格取得日は、申立人が厚生年金保険被保険者の

資格を喪失した 43 年８月と記録されるものと考えられ、上記国民年金手帳記

号番号について、申立人が国民年金の加入手続を行ったことにより払い出され

た状況はうかがえない。 



 

さらに、上記台帳によると、申立人が再度、厚生年金保険被保険者の資格取

得する昭和 45年１月 17日までのすべての国民年金の加入期間は、未納期間と

記録されていることが確認できる。 

加えて、申立人は、国民年金の加入手続及び納付に関して具体的な記憶が無

い上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



 

兵庫国民年金 事案 1831 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41年 10月から 53年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年 10月から 53年１月まで 

私は、昭和 41 年９月の退職時に会社の上司に勧められ、同年 10 月にＡ

市役所において、婚姻後の氏名で国民年金の加入手続を行った。 

その後、昭和 48年５月にＢ市に、さらに 51年３月にＣ市に転居したが、

その都度、Ａ市役所Ｄ支所及びＣ市役所で、国民年金の加入手続を行い、

それぞれの住所地の郵便局で国民年金保険料を納付していたのに、未加入

期間とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41年 10月にＡ市役所で、国民年金の加入手続を行ったと主

張しているが、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の同手帳記号番

号は、53 年４月 13 日に払い出されていることが確認できることから、申立人

の主張と相違する上、41 年 10 月ごろに、上記とは別の同手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人の所持する二冊の国民年金手帳によると、申立人は、昭和 53

年２月 10 日に国民年金に任意加入したことが確認でき、オンライン記録及び

Ｃ市の収滞納一覧表によると、それぞれ同日に、国民年金の任意加入被保険者

として資格を取得したことが確認できる上、国民年金の任意加入被保険者は、

制度上、さかのぼって国民年金に加入することができないため、申立期間につ

いては未加入期間と記録されていることから、申立人が、申立期間の国民年金

保険料の納付を行えたとは考え難い。 

さらに、申立人は、申立期間のそれぞれの住所地の郵便局で、納付書により

国民年金保険料を納付したとしているところ、Ａ市によると、同市では昭和 45

年度まで印紙検認方式で保険料を収納し、平成９年度から郵便局における保険



 

料納付が開始されたとしている上、Ｂ市によると、同市では 48 年度から規則

検認で保険料を収納し、平成 10 年ごろから郵便局における保険料納付が開始

されたとしており、申立人の主張する納付方法と相違する。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 1832 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年 10月から平成２年 12月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59月 10月から平成２年 12月まで 

元夫と昭和 59年 10月に離婚後、Ａ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行

った。役所から納付書が送付されてきて、毎月、Ｃ銀行又は郵便局で保険料

を納付していた。ねんきん特別便が届き、保険料の未納期間を知ったが、現

在の記録に納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の同手帳記号番号は、平成４

年７月 31 日に払い出されていることが確認できる上、Ａ市の国民年金収滞納

一覧表によると、申立人は同年９月に届出を行ったことが推認されることから、

この時点において申立期間の大部分は時効により保険料を納付することはで

きない期間となる。 

また、オンライン記録によると、申立人は、申立期間直後の平成３年１月か

ら４年３月までの 15 か月間を過年度納付していることが確認でき、５年２月

に納付書が作成された記録も確認できることから、当該納付書が作成された時

点で、時効到達前として納付が可能であった３年１月以降の保険料を過年度納

付したものと推認できる。 

さらに、申立人は国民年金の加入手続について、Ｂ区役所に行ったこと以外

に具体的な記憶は無く、昭和 59年 10月ごろに国民年金の加入手続を行い、上

記とは別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

加えて、申立期間当時、申立人と同居していた申立人の夫も、申立期間のう

ち、国民年金被保険者期間の保険料が未納となっている。 



 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 1833 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和63年５月から平成２年12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63月５月から平成２年 12月まで 

会社を退職後、Ａ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行った。役所から納

付書が送付されてきて、昭和 59 年 10 月ごろから同居していた妻が、毎月、

金融機関で私の保険料を納付してくれていた。ねんきん特別便が届き、保険

料の未納期間を知ったが、現在の記録に納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の同手帳記号番号は、平成４

年７月 31 日に払い出されていることが確認できる上、Ａ市の国民年金収滞納

一覧表によると、申立人は同年９月に届出を行ったことが推認されることから、

この時点において申立期間の大部分は時効により保険料を納付することはで

きない期間となる。 

また、申立人の保険料納付を行っていたとする申立人の妻のオンライン記録

によると、申立期間直後の平成３年１月から４年３月までの 15 か月間を過年

度納付していることが確認できることから、申立人の当該期間の保険料につい

ても、申立人の妻が同様に過年度納付したと考えるのが自然である。 

さらに、申立人は国民年金の加入手続について、Ｂ区役所に行ったこと以外

に具体的な記憶は無く、昭和 63 年５月ごろに国民年金の加入手続を行い、上

記とは別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

加えて、申立期間当時、申立人と同居していた申立人の妻も、申立期間の保

険料が未納となっている。 

このほか、申立人の妻が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を



 

納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 1834 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年４月から同年６月まで 

 私は、元夫が厚生年金保険の被保険者であったため、国民年金には加入し

ていなかったが、昭和 49年 10月ごろに近所の方から勧められ、国民年金に

任意加入することにした。国民年金の任意加入被保険者資格を喪失するまで

は、３か月ごとに保険料を納め領収書を受け取っていた。 

 年金記録を確認したところ、任意加入被保険者資格を喪失する直前の３か

月が未納とされていた。申立期間に係る保険料の納付書・領収書には領収印

がないが、保険料を納めた際に領収印が無いことに気が付かず、そのまま受

け取ってしまったと思うので、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に任意加入した後、その資格を喪失するまで、３か月ご

とに国民年金保険料を納付し、領収書を受領していたとしているところ、申立

人が所持する申立期間に係る納付書・領収証書は、社会保険事務所（当時）が

発行した過年度保険料の納付書であることから、申立人は、申立期間の国民年

金保険料について、現年度納付をしていなかったものと推認される上、当該納

付書・領収証書につづられた領収控、領収済通知書を所持しており、そのいず

れにも領収印が確認できないことから、申立期間の国民年金保険料を納付した

状況はうかがえない。 

また、申立人は、上記納付書・領収証書で国民年金保険料を納付した時期や

納付場所についての具体的な記憶が無い上、国民年金被保険者台帳によると、

申立期間は未納期間と記録されていることが確認できる。 

さらに、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付



 

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



 

兵庫国民年金 事案 1835 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年８月から 51年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年８月から 51年８月まで 

私は、夫と共に平成 16年に社会保険事務所（当時）へ年金相談に行った

ところ、私の結婚前の厚生年金保険の記録と、国民年金の記録が抜けている

ことが分かった。厚生年金保険の記録は統合されたが、国民年金の記録は分

からないままであった。 

私は、昭和 50年ごろ、国民年金の加入手続を行い、52年にＡ市に引っ越

すまで、Ｂ市役所Ｃ分室へ赴いて月額 3,000円程度の国民年金保険料を納付

していた。年金記録について、同市役所へ何度も問い合わせたが、納付記録

が回復されなかったので、第三者委員会に申し立てた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 50 年ごろに、国民年金の加入手続を行ったと主張している

が、申立人が所持する年金手帳の「初めて被保険者となった日」には、昭和

51年９月 11日と記載されていることが確認できる上、Ｂ市が保管する国民年

金適用関係届によると、申立人の夫が、同日に申立人に係る国民年金の任意加

入の届出を行ったことが確認できることから、申立期間は未加入期間であり、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付できたとは考え難い。 

また、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、預金通帳等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。



 

兵庫国民年金 事案 1836 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年４月から 46年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から 46年 12月まで 

    Ａ事業所に在職中の昭和 45 年前後に年金に加入できるという内容のはが

きが役所から届き、事業主に相談したところ、「国の事業には絶対加入した

方がよい。」と言われ国民年金に加入した。加入当時は 27 歳であり、20 歳

までさかのぼって保険料を納付した。Ｂ市Ｃ区役所で３回に分けて保険料を

支払ったが、１回目の納付は事業主から約 7,000円から 8,000円を借金し、

２回目及び３回目の納付は自分の給料から約7,000円から8,000円を支払い、

合計で２万円前後を納付した覚えがある。それからは、どんなに苦しいとき

でも年金の保険料だけは払い続けた。付加年金の知らせが届いた時も加入し

た。確かに申立期間の保険料を納付したはずなので、調査の上、記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 45年に国民年金に加入し、同時期に、20歳にさかのぼって

申立期間の保険料を納付したと主張しているが、国民年金手帳記号番号払出簿

によれば、申立人の同手帳記号番号は、申立人がＢ市Ｃ区に転居した後の 49

年 12 月に払い出されており、前後の任意加入被保険者の資格取得日から同年

11 月に加入手続を行ったものと推認できるため、申立人の主張内容とは一致

しない。 

また、申立人の国民年金の加入手続は、第２回特例納付実施時期（昭和 49

年１月から 50年 12月まで）に行われており、申立期間の保険料をさかのぼっ

て納付することが可能であったが、申立人は、当該期間の保険料として、３回

に分割して計約２万円を納付したとしており、同時期に当該期間について特例

納付した場合には９万 4,500円の保険料が必要となることから、申立人が主張



 

する金額と大きく乖離
か い り

する。 

さらに、申立人の国民年金被保険者原票によれば、昭和 47 年１月から 49

年 12月までの期間について、49年 11月から 50年２月までの４か月にかけて

計２万 3,400円の保険料がさかのぼって納付されていることが確認でき、当該

金額が申立人の記憶する金額とおおむね一致することから、申立人は、申立期

間に係る特例納付を行ったのではなく、上記の期間の保険料をまとめて納付し

たものと考えるのが自然である。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



 

兵庫国民年金 事案 1837 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49年 10月から 50年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年 10月から 50年９月まで 

結婚して、夫の職場の先輩の奥様の年金に対する考え方に賛同し、私も国

民年金に任意加入することにした。加入手続は、昭和 49 年９月ごろに夫が

Ａ市Ｂ区役所で行った。Ｃ市から同区へ転居してきて、区役所が近くなり、

保険料を納付することも便利になったので、転居後すぐに加入したと思う。

しかし、現在の記録では、50年 10月から保険料の納付を始めたことになっ

ている。転居から約１年も遅れたことになり、そんなことは無いと思う。保

険料は、毎月、給料日の後に区役所で納付していたが、具体的な金額までは

覚えていない。子供に迷惑をかけられないので、老後は年金しか頼るものは

ないと常日頃から夫と話していた。専業主婦になって、その気持ちを一層強

く持っていた。よく調べて記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市Ｂ区へ転入後の昭和 49年９月ごろに国民年金の任意加入手

続を行ったと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の任

意加入被保険者の資格取得日から 50 年 10 月に払い出されていることが確認

できる上、申立人は、同月 27日に任意加入被保険者として資格取得している

ことが確認できることから、このころに初めて任意加入被保険者として加入

手続を行ったものと推認でき、制度上、申立期間は未加入期間となり、さか

のぼって保険料を納付することはできない。 

また、申立人に対して、申立期間に係る上記とは別の国民年金手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付し



 

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 2145 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年６月２日から 23年８月１日まで 

社会保険事務所（当時）の昭和 58 年３月７日付け厚生年金保険被保険者

期間照会回答票により、22年６月２日から 23年８月１日までの年金記録の

欠落が判明したので年金記録確認第三者委員会による年金記録の訂正を願

う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言により、申立期間について、申立人がＡ社に勤務していたことは

推認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被

保険者名簿」という。）によると、申立期間において被保険者資格を有する 40

人のうち６人に申立人同様の被保険者期間の欠落がみられ、同社は、一定の

従業員について一時期、厚生年金保険の資格を喪失させていたことがうかが

える。 

また、これらの元従業員のうち、所在が確認できた一人に、申立人の勤務

状況について照会したものの、申立人のことは記憶しておらず、自身の当該

被保険者期間の欠落についても詳細な証言を得ることはできなかった。 

さらに、申立人は、「私と同職種の同僚二人は、私より早く入社し、私が昭

和 24年３月に本社へ異動した際にはまだ在籍していた。」と供述しているもの

の、Ａ社に係る被保険者名簿によると、当該元同僚二人に係る被保険者記録は、

申立期間より前の 21 年７月及び同年８月にそれぞれ資格喪失していることが

確認できる。 

加えて、上記被保険者名簿において、厚生年金保険の資格を取得している

元従業員 138 人のうち、所在が確認できた６人に申立人の勤務実態について

照会したものの、申立人の勤務実態及び厚生年金保険に加入していたことを

裏付ける証言や証拠は得られない上、事業主も既に死亡しており、申立人の



 

申立期間における厚生年金保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生

年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2146 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 41年 11月から 42年８月まで 

私は、生年月日を昭和 22 年か 23 年として、41 年 11 月から 42 年８月ま

での間、Ａ市にあった、事業所名がＢ社又はＣ社で勤務していたが、厚生年

金保険被保険者記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間について、Ａ市にあった、事業所名がＢ社又はＣ社で

勤務していた。」と主張しているが、日本年金機構は、「当該事業所が厚生年

金保険の適用事業所であったとする記録は確認できない。」としている上、所

在地を管轄する法務局においても、当該事業所に係る商業登記の記録は確認で

きない。 

また、申立人は、事業所の名称、事業所の事業主及び元同僚の氏名等を正確

に記憶していないため、当時の状況について聞き取りにより確認することがで

きない。 

さらに、申立人は、「生年月日を昭和 22年か 23年として勤務していた。」

と主張しているところ、生年月日が 22年又は 23年で申立人と同姓同名で申立

期間に申立人が主張する事業所の名称に係る厚生年金保険の被保険者資格を

有している者は確認できない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2147 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 61年 10月 21日から同年 11月１日まで 

私は、昭和 60 年９月３日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、61 年 10 月

31日に退職するまで継続して勤務し、同年 11月１日付けで系列会社に採

用されたが、Ａ社に勤務した全期間の厚生年金保険料が給与から控除され

ており、申立期間は有給休暇を取得していたにもかかわらず厚生年金保険

被保険者記録が欠落していることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 60年９月３日から 61年 10 月 31日に退職するまでの間、

Ａ社に継続して勤務した。」と主張しているところ、申立人が所持する給与明

細書によると、60 年９月から 61 年 10 月までの各月について厚生年金保険料

が控除されていることが確認できる。 

しかしながら、Ｂ社が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認

通知書によると、申立人は、昭和 61年 10 月 21日に被保険者資格を喪失して

いることが確認できる上、公共職業安定所が保管するＡ社に係る雇用保険の被

保険者記録によると、申立人は、同年 10月 20日に被保険者資格を喪失してお

り、オンライン記録と一致する。 

また、Ｂ社は、「申立期間当時の人事記録が残っていないため、申立人の勤

務状況は不明である。」と回答しており、申立人の勤務期間を特定することが

できない。 

さらに、オンライン記録により、申立人が記憶する元同僚５人に申立人の勤

務状況について文書により照会した結果、３人から回答があり、そのうち二人

は、「申立人を知っているが、申立期間に年次休暇を取得していたのか不明で

ある。」と証言しており、申立人の申立期間当時の勤務実態について確認する



 

ことができない。 

加えて、オンライン記録により、申立人と同様に月中に厚生年金保険被保険

者資格を喪失している元従業員 28 人に対し文書により照会した結果、９人か

ら回答があり、そのうち８人は、「20日の給料の締め日にあわせて退職した。」

と証言している上、残る一人は「20日に退職した。」と証言しており、全員が

勤務したと記憶する期間とオンライン記録は一致している旨を証言している。 

なお、厚生年金保険法第 19条第１項によると、「被保険者期間を計算する場

合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失

した月の前月までをこれに算入する。」とされており、同法第 81条第２項によ

ると、「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するも

のとする。」とされている。これらのことから判断すると、被保険者資格を喪

失した月である昭和61年10月分の厚生年金保険料が控除されていたことをも

って、同月を申立人の厚生年金保険被保険者期間とすることはできず、申立人

の同年 10 月分として給与から控除された厚生年金保険料については、事業主

が誤って控除したものと考えられる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立期間について、申立人が厚生年金保険被保険者と認めることはで

きない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2148 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年７月から 27年１月まで 

    私は、昭和 22年７月から 27年１月まで、Ａ社で勤務していたが、この期

間の厚生年金保険被保険者記録が無いので、調査の上、記録を回復してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の元同僚の証言により、申立期間のうち、昭和 25年４月から 27年１月

までの期間については、申立人がＡ社で勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間当

時に厚生年金保険被保険者資格を有する元従業員 15 人に厚生年金保険の加入

時期について照会したところ、回答があった 10人のうち８人が、「入社日と厚

生年金保険加入日は一致していない(入社日から同加入日まで、最長で３年

間)。」と供述している。 

また、「入社日と厚生年金保険加入日は一致している。」と供述した二人のう

ちの一人は、「昭和 20年 11月から 28年 11月まで継続して勤務していた。」と

供述しているが、上記被保険者名簿によると、22 年５月 20 日から 25 年２月

１日までの期間については、当該元従業員のＡ社における厚生年金保険被保険

者記録が確認できない。 

さらに、当該元従業員は、「昭和 24年ごろ、Ａ社には約 40人（事務所に 10

人、現場に 30人）の従業員が在籍していた。」と証言しているところ、上記被

保険者名簿によると、24 年２月１日における厚生年金保険被保険者数は７人

のみであることが確認できる。 

これらのことから判断すると、Ａ社は、申立期間当時、必ずしも従業員全員

を厚生年金保険に加入させていたわけでなく、また、加入させたとしても在籍



 

期間のすべてにわたって加入させていたわけではなかったと考えられる。 

また、Ａ社の元従業員から、厚生年金保険に加入していない期間の給与から

保険料が控除されていたという証言は得られない。 

さらに、Ａ社の当時の事業主は既に死亡しており、また、申立期間当時、同

社において社会保険関係の事務を行っていた者の所在も不明であり、申立人が

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を示す関連資料や周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2149 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 40年１月から同年４月１日まで 

         ② 昭和 40年６月 25日から同年８月１日まで 

         ③ 昭和 40年 11月１日から 42年４月 16日まで 

         ④ 昭和 51年８月１日から 54年 11月１日まで 

私は、昭和 40年ごろにＡ社に入社し、Ｂ社に勤務した同年８月１日から

同年 11 月１日までの３か月間を除き、42 年４月 15 日に退社するまで継続

して勤務したのに、申立期間①、②及び③の厚生年金被保険者記録が欠落し

ており、また、51年８月１日にＣ社に入社し、54年 10月末日に退職するま

での間、継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間④の厚生年金保険

被保険者記録が欠落していることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、「申立期間①から③までについて、Ｂ社に勤務した期間を除き

Ａ社に継続して勤務していた。」と主張しているところ、申立人が所持する

写真及び元従業員の証言により、申立人が同社に勤務していたことは推認で

きる。 

しかしながら、現在のＡ社は、「昭和 58 年に前事業主からＡ社を買収し

ており、同年以前の厚生年金保険に関する資料は保管していない。」と回答

しており、厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立期間①

から③までに同社の厚生年金保険被保険者資格を有する元従業員５人を把

握し聞き取りを行ったところ、そのうちの二人は、「申立人を記憶している

が、勤務期間は分からない。」と証言している上、残る３人は、「申立人を

記憶していない。」と証言しており、申立人の勤務期間を特定することがで



 

きない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立人

は、昭和 40年４月１日に被保険者資格を取得し、同年６月 25日に同資格を

喪失していることが確認できる上、当該原票の記録に不自然な点は見当たら

ない。 

２ 申立人は、「申立期間④について、Ｃ社に継続して勤務していた。」と主

張しているところ、申立人が所持する写真及び元従業員の証言により、申立

人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｃ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってい

る上、当時の事業主も既に死亡しているため、厚生年金保険の加入状況につ

いて確認することができない。 

また、オンライン記録によると、Ｃ社は、昭和 52年３月 21日に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなっているため、申立期間④のうち、同日から 54

年 11月１日までは、厚生年金保険の適用事業所ではない期間である。 

さらに、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、同社が厚

生年金保険の適用事業所であった期間に被保険者資格を取得している元従

業員 17 人のうち連絡先が判明した３人に聞き取りを行ったところ、そのう

ちの一人は、「申立人を記憶しているが、勤務期間は分からない。」と証言

している上、残る二人は、「申立人を記憶していない。」と証言しており、

申立人が申立期間④に同社に在籍していたことについて具体的な証言を得

ることができない。 

加えて、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社に

おいて被保険者資格を取得している者の中に、申立人の氏名は確認できない

上、健康保険の番号に欠番は無く、当該名簿の記録に不自然な点は見当たら

ない。 

３ このほか、申立人が申立期間①から④までに係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに当該期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①から④までに係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2150 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住 所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年５月１日から 38年８月 13日まで 

    私は中学を卒業して昭和 35年５月にＡ社に入社、妹は昭和 37年３月に同

社に入社、38年８月 13日に一緒に退職し、その後、Ｂ社に二人で入社した。

厚生年金保険の記録では、私が昭和 38年 12 月 21日に脱退手当金をもらっ

たことになっているが、もらった記憶がない。同時に退職した妹に、Ａ社に

係る厚生年金保険の被保険者記録があって、私に被保険者記録が無いのはお

かしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚

生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 38年 12 月 21日に支給

決定されており、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、「同時に退職した妹に、Ａ社に係る厚生年金保険の被保険

者記録があって、私に被保険者記録がないのはおかしい。」としているが、申

立人の妹の退職時点における厚生年金保険被保険者期間は 16 か月（当該事業

所に係る被保険者期間は 14か月）であり、脱退手当金の支給要件（24か月以

上）を満たしていないことから、申立人の妹に脱退手当金の支給記録が無いこ

とは不自然ではない。 

さらに、受給した記憶が無いという申立人の主張以外に、申立人が脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2151 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年２月２日から 58年５月 31日まで 

    私は、Ａ社で働いていたときに、健康保険証を持っていたので、厚生年金

保険に加入していたはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元同僚（後の代表取締役）が、「申立人が同社で勤務していたことは

間違いない。」と証言している上、雇用保険の記録によると、申立人は、申立

期間のうち、昭和 57年４月 16日から 58年２月 26日までの期間、Ａ社に係る

被保険者記録が確認できることから、申立人が同社で勤務していたことは認め

られる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

になったのは、平成元年４月１日であり、申立期間は同社が厚生年金保険の適

用事業所となる前の期間である。 

また、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、当時の状況を確認するこ

とができない。 

さらに、上記の元同僚は、「申立期間当時、Ａ社の事業主及び従業員は、個

人で国民健康保険と国民年金に加入していた。」と回答しており、同社の元役

員の妻及び元従業員一人も、「健康保険は国民健康保険に加入し、年金につい

ては、同社が厚生年金保険に加入する前は国民年金に加入していた。」とそれ

ぞれ証言している上、当該元従業員は、「同社が厚生年金保険に加入する前の

給料明細書には、厚生年金保険料の欄すら無かったので、同保険料が引かれた

はずはない。」と証言している。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2152（事案 794の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28年４月４日から 33年１月 27日まで 

私は、平成 21年８月 10日付けで脱退手当金を受給していないものと認め

ることができないとの通知を受けたが、納得できない。 

今回新たに当時の同僚からの証明書を提出するので、もう１度調べてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、事業主が申立期間当時、従業員に代わっ

て事業所が脱退手当金の請求を行っていたとしていること、及び申立期間の脱

退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さはうか

がえないことなどから、既に当委員会の決定に基づく平成21年８月10日付けで

年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、平成21年８月10日付けの通知内容に納得できないとして、

新たに当時の同僚からの証明書を提出し、再度申し立てている。 

ところで、年金記録確認第三者委員会は、「年金記録に係る申立てに対する

あっせんに当たっての基本方針」（平成19年７月10日総務大臣決定）に基づき、

公正な判断を示すこととしており、判断の基準は、「申立ての内容が、社会通

念に照らし『明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと』」とされている。 

脱退手当金の申立事案は、年金の記録には脱退手当金が支給されたことにな

っているが申立人は脱退手当金を受け取っていないというものである。脱退手

当金が支給される場合は、所定の書面等による手続が必要とされているが、本

事案では保存期間が経過しており、これらの書面等は現存していない。それゆ

え、脱退手当金の支給を直接証明づけられる資料が無い下で、年金の記録の真

実性を疑わせるような記録内容の不自然な矛盾が存しないか、脱退手当金を受



 

け取っていないことをうかがわせる事情がないかなどいわゆる周辺の事情か

ら考慮して判断をしなければならない事案である。  

本事案では、年金の記録の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な矛盾

は見当たらず、事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金

が支給されたことを意味する表示が確認できること、支給額に計算上の誤りが

無いこと、事業主からの代理請求をうかがわせる証言、及び今回新たに聞き取

りを行った元同僚からも脱退手当金を受給した旨の証言が得られていること

などから、脱退手当金が支給されていることをうかがわせる周辺事情が存在す

るとともに、今回申立人から提出された当該証明書は単に勤務実態を示すもの

でしかなく、申立人が脱退手当金を受け取っていないことをうかがわせる具体

的な周辺事情は見当たらない。 

したがって、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2153 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年４月１日から２年４月５日まで 

             ② 平成３年４月１日から４年４月１日まで 

私がＡ事業所（現在は、Ｂ事業所）に勤務した経緯は、短期大学に求人が

あり、応募して採用された。契約は１年だったが、平成４年４月に現在の職

場であるＣ事業所に就職するまで、４年間続けて同じ条件で勤務していた。

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成４年４月にＣ事業所に就職するまでの４年間、契約は１年

ごとだったものの、同じ条件で、Ａ事業所に継続して勤務していた。」と主張

しているが、同事業所は、「申立人は昭和 63 年４月１日から平成元年３月 31

日までの期間及び２年４月１日から３年３月 31 日までの期間については甲種

日々雇用職員、元年４月１日から２年３月 31 日までの期間については乙種

日々雇用職員として同事業所で勤務していた。」と回答している上、申立期間

②についても、乙種日々雇用職員であったと記憶する元職員が申立人の在籍を

証言していることから、申立人は、申立期間①及び②に同事業所で勤務してい

たことが認められる。 

しかしながら、Ｂ事業所は、「甲種日々雇用職員は、毎日勤務であり、健康

保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入するが、乙種日々雇用職員で採用され

た者は、繁忙期のみの勤務で、１年を通じて毎日勤務ではないため加入しな

い。」と回答している上、同事業所の現在の担当者は、「厚生年金保険に加入し

ていない者から、厚生年金保険料を控除することはない。」と回答している。 

また、申立期間当時、Ａ事業所に係る厚生年金保険被保険者資格を有する元

職員のうち聞き取り調査した５人のうち４人は甲種日々雇用職員及び乙種



 

日々雇用職員の両方を経験しているところ、４人全員が、「甲種日々雇用職員

の場合は厚生年金保険に加入し、乙種日々雇用職員の場合は厚生年金保険に加

入できないことを知っていた。」、「加入していない時の厚生年金保険料の控除

はなかった。」と証言している。 

さらに、このうちの一人は、乙種日々雇用職員として採用されていた期間に

は国民年金に加入しており、国民年金保険料については納付済み及び免除期間

となっている。   

加えて、雇用保険の記録によると、申立人は、昭和 63 年４月に雇用保険の

被保険者資格を取得し、平成元年３月 31 日に離職した後、２年４月５日に同

事業所において再度同資格を取得し、３年３月 31 日に離職していることが確

認でき、申立期間①及び②においては、同保険の被保険者記録は見当たらず、

厚生年金保険の記録と一致する。 

このほか、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 2154 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年５月から 43年４月まで 

             ② 昭和 48年７月から 50年７月まで 

             ③ 昭和 50年 12月から 52年 12月まで 

私は、申立期間①については、Ａ社で勤務した。同社は、給与は高額で入

社して２か月経過すると入社日に 遡
さかのぼ

り厚生年金保険に加入した。申立期間

②については、Ｂ事業所で勤務した。当然社会保険の適用事業所であり、保

険料は控除されていたはずである。申立期間③については、Ｃ事業所で勤務

した。ボーナスも支給されており、保険料を控除されていた。申立期間全部

についてよく調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人の供述及び雇用保険の記録等から期間は特定

できないものの、申立人がＡ社に在籍したことは推認できる。 

しかし、申立人は、「申立期間①にＡ社において約 11 か月勤務した。」

と主張しているところ、同社において申立期間①に厚生年金保険被保険者記

録が確認できる４人は、「申立事業所においては、雇入期間は最長でも６か

月間であり、それ以上の雇入期間は無かった。」と証言しており、同社に係

るオンライン記録を確認しても申立期間①において、６か月以上の被保険者

期間を有する者は見当たらない。 

また、申立期間①にＡ社において厚生年金保険被保険者記録が確認できる

20 人に、申立人の厚生年金保険の加入について照会したところ、７人から

回答を得たものの、当該７人全員（上記の４人を含み、うち３人は申立人と

同じ「補助的事務」に従事したと証言している。）は、「申立人を覚えてい

ない。」と証言しており、申立人の厚生年金保険の加入状況について確認す

ることができない。 



 

さらに当該事業主は、「当時の資料は保管しておらず、申立期間①の状況

は分からない。」と回答していることから申立人の厚生年金保険料の控除に

ついて確認することができない。 

２ 申立期間②について、申立人の供述及び元同僚の証言から期間は特定でき

ないものの、申立人がＢ事業所に在籍したことは推認できる。 

   しかし、元同僚の一人は、「申立人を覚えている。申立人は新聞広告で求

人を行った際応募して採用された。Ｂ事業所は、そのころは厚生年金保険の

適用を受けておらず、昭和 49 年４月１日に初めて厚生年金保険の適用を受

けたが、そのころ申立人は既に退職しており、在籍していなかった。」と証

言しているところ、オンライン記録により、同事務所は申立期間中の同日に

厚生年金保険の新規適用を受けたことが確認できることから申立期間②の

一部は同事業所が厚生年金保険の適用を受けていない期間である。 

また、申立事業所において事務全般を担当したとする当時の事務長は、「Ｂ

事業所は既に廃業しており、当時の資料は一切残っておらず、状況を確認す

ることはできない。」と証言している上、事業主の所在も不明であることか

ら申立人の厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

３ 申立期間③について、申立人の供述及び元同僚の証言から期間は特定でき

ないものの、申立人がＣ事業所に在籍したことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録により、Ｃ事業所は、昭和 51 年３月１日に厚生

年金保険の適用を受けたことが確認できることから、申立期間③の一部は同

事業所が厚生年金保険の適用を受けていない期間である。 

また、オンライン記録により、所在が確認できた 10 人に、申立人の厚生

年金保険の加入について照会したところ、７人から回答を得たが、そのうち

の３人は申立人を覚えているものの、「申立人の勤務形態や勤務期間につい

ては覚えていない。」と証言しており、事業主の所在も不明であることから

申立人の厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

４ このほか、申立人が申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を各事業

主により給与から控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人

の給与から厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2155 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、労働者年金保険被保険者として労働者年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18年２月 22日から同年 12月 30日まで 

    私は昭和 17 年８月から、国の徴用令により、Ａ社（現在は、Ｂ社）で勤

務していた。当初は、Ｃ係に配属された。その後、18年 12月にＤ地の歩兵

連隊に入営のため同社を退職した。 

 ねんきん特別便によると、Ａ社に勤務していた期間のうち、昭和 18 年２

月 22日以降の厚生年金保険加入記録が無いが、同年 11月 28日付けの勤務

精励の賞状が残っているので、同年末までの厚生年金保険加入記録を回復し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する昭和 18年 11 月 28日付けの勤務精励の賞状から、申立人

が申立期間当時、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立期間前後にＡ社において被保険者資格を有する元従業員に照会

したところ、13 人から回答を得たが、申立人を記憶している者はいない上、

Ｂ社は、「当時の資料等が保管されておらず、不明である。」と回答しており、

申立人の厚生年金保険の加入状況について確認できない。 

また、Ａ社の人事書類によると、申立人を含む 43 人の労働者年金保険被保

険者が、昭和 18年２月 22日に、Ｅ係に転職したことを理由として被保険者資

格を喪失した記録が確認できる。 

さらに、当該 43人のうち 35人については、健康保険厚生年金保険被保険者

台帳（以下「旧台帳」という。）が残存しており、旧台帳によると、当該 35

人のうち申立人を含む 32人が昭和 18年２月 22日に被保険者資格を喪失した

ことが確認できる（残る３人のうち２人については 19 年６月１日以降の記録

のみがあり、一人については、被保険者資格喪失日が記載されていない。）。 



 

加えて、旧台帳によると、当該 35人のうち 18人(申立人を除く。)が、厚生

年金保険法の適用が開始された昭和 19 年６月１日に、Ａ社において被保険者

資格を取得していることが確認できる。 

これらのことから判断すると、Ａ社は、申立人を含む 43 人の労働者年金保

険被保険者について、昭和 18年２月 22日に、Ｅ係への転職に伴い労働者年金

保険の適用対象には該当しなくなったとして、被保険者資格を喪失させる手続

を行ったことが推認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る労働者年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生年

金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が労働者年金保険被保険者として、申立期間に係る労働者年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2156（事案 416の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 23年４月から 25年９月まで 

      ② 昭和 28年４月から 32年５月まで 

私は、申立期間①についてはＡ社、申立期間②についてはＢ社（現在は、

Ｃ社）でそれぞれ勤務していたが、その期間の厚生年金保険の記録が欠落し

ている。同僚の名前、仕事の内容等を記憶しているので、その欠落した期間

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①に係る申立てについては、ⅰ）Ａ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）に、申立人及び申立人と

一緒に就職したという中学校の同級生の氏名が無いこと、ⅱ）申立人が元同

僚とする者について、申立期間当時に同社における厚生年金保険被保険者期

間があることから、申立人が同社に勤務していたことは推認できるものの、

当該元同僚（一人は既に死亡）からは証言を得ることができない上、同社に

申立期間当時勤務していた元従業員は申立人を覚えていないとしており、申

立人の勤務期間が明確ではないこと、ⅲ）同社は既に厚生年金保険の適用事

業所ではなくなっており、当時の事業主は既に死亡している上、その後の事

業主（既に死亡した前述の事業主の娘）は、申立期間当時は会社の経営に関

与しておらず、当時の関係資料も残っていないとしているため、当時の状況

を確認することができないこと等を理由として、当委員会の決定に基づき、

年金記録の訂正のあっせんは行わないとの判断を行った旨、平成 21 年２月

18日付けで通知が行われている。 

今回、申立人は、ⅰ）「申立人が、昭和 23年から 25年ごろＡ社に通勤し

ていた。」旨、申立人の姉が証言していること、ⅱ）申立人が記憶する元同



 

僚二人に当該事業所に係る年金記録がある旨、社会保険事務所（当時）の職

員から聞いているにもかかわらず、このことを第三者委員会が明確にしてい

ないのは納得できないことを理由として、再度、申し立てている。 

しかし、今回の再申立てにおいて、社会保険事務所の職員が当該事業所に

係る年金記録があると説明したとする元同僚二人について、一人は、当初の

申立ての中学校卒業後、学校のあっせんで一緒に就職したとする冒頭のⅰ）

の元同僚のことであり、Ａ社に係る被保険者記録は無い上、申立人も「当該

元同僚は一緒に入社したものの、短期間で退社した。」と供述している。 

また、残りの一人については、オンライン記録によると、申立期間後に,

Ａ社に係る被保険者記録が確認できるものの、申立期間当時は別の事業所に

係る被保険者であったことが確認できる上、申立人も「当該元同僚は、申立

期間当時にＡ社において一緒に勤務した同僚ではない。」と供述している。 

さらに、今回、新たに,申立期間①当時に、Ａ社に係る被保険者資格を取

得した元従業員のうち二人に照会したものの、二人共「申立人のことは記憶

していない。」と証言しており、申立期間当時の申立人の勤務状況及び厚生

年金保険の加入状況に関する証言が得られない。 

加えて、Ａ社に係る上記の被保険者名簿にも、健康保険番号に欠番は無く、

申立人に係る記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらない。 

２ 申立期間②に係る申立てについては、ⅰ）Ｃ社の事業主は、「申立人が同

社に在籍していたことについては認めることができるが、厚生年金保険の加

入については、当時の関係資料がすべて処分されているため確認できない。」

と回答している上、申立期間当時の同社の元従業員二人は申立人のことを覚

えておらず、申立人の勤務期間が明確ではないこと、ⅱ）同社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは昭和 29 年３月 20 日であり、申立期間のうち、

同日以前の期間については、同社は厚生年金保険の適用事業所ではなかった

こと、ⅲ）申立人が挙げた元同僚 12 人のうち４人については、同社が厚生

年金保険の適用事業所となった29年３月20日に厚生年金保険の被保険者資

格を取得していることが確認できるものの、他の一人は、申立期間以降の

37年 12月１日に同社で同資格を取得していることが確認でき、残りの７人

は同社における厚生年金保険被保険者資格を確認できないことから、申立期

間当時、事業主は、すべての従業員を厚生年金保険に加入させていたわけで

なく、加入させていなかった者からは保険料を控除していなかったと推認さ

れること等を理由として、当委員会の決定に基づき、年金記録の訂正のあっ

せんは行わないとの判断を行った旨、平成 21年２月 18日付けで通知が行わ

れている。 

今回、申立人は、「Ｂ社に勤務していたことは確認されており、勤務して

いれば厚生年金保険被保険者であることは当然であり、記録が無いという理

由で加入していないとみなされるのは納得できない。」として、再度、申し



 

立てている。 

しかしながら、申立人から新たな関連資料及び周辺事情の提出は無い上、

今回、新たに聴取した元従業員は、「申立人が勤務していたことを覚えてい

る。」と証言しているものの、複数の元従業員が、「申立期間のころのＢ社

の従業員数は 30人から 40人ぐらいだった。」と証言しているところ、被保

険者名簿では被保険者資格の取得者はいずれの期間でも 20 人以下である上、

上記とは別の元従業員一人は、「厚生年金保険に加入していない者がいた。」

と証言しており、これらのことから、事業主がすべての従業員を厚生年金保

険に加入させていたわけでは無いことが推認できる。 

さらに、Ｃ社に係る被保険者名簿には健康保険番号に欠番がなく、申立人

に係る記録の欠落をうかがわせる不自然な点は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 2157 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立人の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27年４月 24日から同年７月１日まで 

② 昭和 28年４月１日から同年 11月１日まで 

昭和 27年４月 24日Ａ社Ｂ支店へ入社、このとき、前職での入社時の名刺

大の年金証書を返納し、社会保険事務所（当時）から新しい保険証書を交付

された。Ａ社本社で２日間、健康保険の説明を受けて、Ａ社Ｂ支店Ｃ事務所

（以下「Ｃ事務所」という。）勤務となり、25 人から 26 人で開業準備に奔

走し、同年８月ごろ同社は開業した。  

従業員の給料はＡ社Ｂ支店から支給され（ただし、給与計算業務はＡ社本

店の職員が行っていた。）、毎月末に私がＣ事務所職員の給料受領のためＡ社

本店内にあるＡ社Ｂ支店に行っていた（申立期間①）。 

 約１年後、Ｃ事務所で給料の計算をすることとなり、厚生年金保険、雇用

保険の変更手続きも私が行った。しかし厚生年金保険の記録は、28年 11月

１日取得となっており、同年４月から同年 11 月までの被保険者資格が無い

（申立期間②）。 

昭和 27年４月 24日入社から 61年 3月 31日の定年退職まで、一貫してＡ

社Ｂ支店で社会保険料が給与から控除がされていたので、厚生年金保険の記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 雇用保険の記録によると、申立人は、Ａ社Ｂ支店において、昭和 27 年４

月 25 日資格取得、61 年１月 31 日離職であることが確認できること及びＡ

社Ｂ支店が保管する資料において、「臨時採用日 昭和 27 年４月」（日付

については、16 日との記載が二重線で取り消され、書き直されているが、

不鮮明のため読み取ることができない。）との記載が確認できることから、

申立人が申立期間当時、Ａ社Ｂ支店に勤務していたことは推認できる。   



 

２ しかしながら、申立期間①について、Ａ社本店は「申立人に係る勤務形態

は不明である。」と回答している上、Ａ社Ｂ支店も、「賃金台帳等の保険料

控除を確認できる資料を保管していない。」と回答しており、申立人の厚生

年金保険の加入状況について確認することができない。 

また、Ａ社本店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和

27 年７月１日に資格取得した者のうち、申立人と整理番号が近い 15 人は、

その後、申立人と同様、28年 11月１日にＣ事務所において資格取得してい

るため、申立人と同様、Ｃ事務所で勤務していた従業員と推認されるところ、

当該 15人のうち 14人は、既に死亡、連絡先不明又は病気のため調査するこ

とができず、唯一申立人のことを記憶している一人は、「自分がＣ事務所に

就職した時期、入社時における試用期間の有無、給与から保険料が控除され

ていたかどうかについては覚えていない。」と証言しており、当該期間にお

ける保険料控除について確認できない。  

３ 申立期間②について、Ｃ事務所が厚生年金保険の適用事業所となったのは

昭和 28年 11月１日であり、申立期間②は、同事務所が適用事業所となる前

の期間である。 

また、Ａ社Ｂ支店は、「保険料控除を確認できる資料は保管していない。」

と回答しており、申立期間②における保険料控除について確認することがで

きない。 

さらに、Ｃ事務所が厚生年金保険の適用事業所となった日（昭和 28年 11

月１日）に資格取得している者は申立人を含め 19 人確認できるが、このう

ち 15 人は、申立人と同様、同年４月１日にＡ社本店において資格喪失し、

申立期間②の被保険者記録が無い上、当該 15 人中、唯一調査のできた元従

業員は、「保険料控除については記憶していない。」と証言している。 

加えて、残りの４人は、Ｃ事務所で被保険者資格を取得する以前にＡ社本

店に係る被保険者期間は確認できない上、当該４人中、唯一調査することの

できた元従業員は、「私は昭和 28 年５月末からＣ事務所で勤務したが、厚

生年金保険に加入するまでの期間において、給与から保険料が控除されてい

たどうか分からない。」と証言しており、申立期間②における保険料控除に

ついて確認できない。 

４ このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 2158 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年９月 30日から同年 10月１日まで 

    私は、Ａ社Ｂ支店で、昭和 54年９月 30日まで勤務した。Ｃ業務の係だっ

たので、月末は大変忙しく、30 日の遅くまでかかって、在庫を精査し、上

司に報告したことをはっきり覚えている。会社側が虚偽の届出をしているよ

うなので、詳しい調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私は、Ａ社Ｂ支店で、昭和 54 年９月 30 日まで勤務した。」

と主張している。 

しかし、Ａ社は、「申立人に係る人事記録は保管していない。」と回答し

ていることから、申立人の同社に係る勤務期間を確認できない。 

また、申立期間である昭和 54年９月 30日は日曜日であることが確認でき、

Ａ社は、「日曜日にＣ業務の仕事をしていたとは考えにくい。」と回答して

いる上、申立人自身も、「日曜日に働いたことはない。」と供述している。 

さらに、Ａ社が保管する雇用保険被保険者資格喪失確認通知書離職証明書

（事業主控）によれば、申立人の離職日は昭和 54 年９月 29 日であることが

確認できる。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2159 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間： 昭和 42年３月１日から同年７月 31日まで 

私は、昭和 42 年３月にＡ社に就職した。しかし、所在地近くにＢ駅がで

きることとなり、周辺地域の開発のため同社は立ち退くこととなったため、

これを機に同年７月末で退職した。 

Ａ社に勤務していた４か月間の年金記録が無いとされているので、調べて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社では、事業主の父親及び兄弟が時折手伝いに来ていたが、

私のほかに従業員はいなかった。」と供述しており、事業主の氏名や退職に至

った経緯等、当該事業所で勤務していた当時のことを具体的に記憶しているこ

とから、期間の特定はできないものの、当該事業所で勤務していたことは推認

できる。 

しかし、当該事業所の所在地を管轄する法務局において、Ａ社の法人登記は

確認できない上、事業主の兄は、「当該事業所は、有限会社でなく、個人経営

の飲食店であった。」と証言しているところ、オンライン記録等により、Ａ社

が厚生年金保険の適用事業所であったことは確認できない。 

また、申立人のＡ社における雇用保険の被保険者記録も、確認できない。 

加えて、同社の事業主は既に死亡しており、事業主の父親及び兄弟等からも、

申立期間に係る厚生年金保険料の控除があったことを確認できる関連資料、周

辺事情を得ることができない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 2160 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 35年７月１日から 36年６月８日まで 

私は、昭和 35年７月１日にＡ社に入社し、36年６月８日に退職するまで

の間、継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間の厚生年金保険被保

険者記録が欠落していることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間について、Ａ社に継続して勤務していた。」と主張し

ているところ、事業所の所在地、当時の業務内容及び元同僚等の氏名を具体的

に記憶していること並びに元従業員の証言から、申立人が同社に勤務していた

ことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

上、同社の親会社にあたるＢ社は、「Ａ社に関する人事記録、厚生年金保険に

係る資料は保管していないため、当時の状況は不明である。」と回答しており、

申立人の厚生年金保険の加入状況について確認することができない。 

また、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 36年２月 25日に厚生年金保

険の適用事業所となっており、申立期間のうち、35年７月１日から 36年２月

24日までは厚生年金保険の適用事業所となる前の期間である。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、昭和 36 年

２月 25 日から同年６月８日までの間に被保険者資格を取得している元従業員

の一人は、「申立人を記憶しているが、勤務期間は分からない。」と証言して

いる上、同人は、「私が同年４月に入社したときには従業員は 30 人ぐらいい

た。」と証言しているところ、上記の被保険者名簿により同年２月 25 日から

同年６月８日までの間に同社において被保険者資格を取得している者は 13 人

しか確認できないことから、同社においては必ずしも従業員全員を厚生年金保



 

険に加入させていたわけではなかったと考えられる。 

加えて、上記の名簿によると、昭和 36年２月 25日から同年６月８日までの

間に被保険者資格を取得している者の中に申立人の氏名は確認できない上、健

康保険の番号に欠番は無く、当該名簿の記録に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2161 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から 30年１月 20日まで 

随分昔のことであり、証明する資料は無いが、昭和 29 年３月に大学を卒

業後、Ａ社に入社したにもかかわらず、厚生年金保険被保険者記録が 30 年

１月からとなっており、入社日と加入日が異なっている。最初の給与から厚

生年金保険料は控除されていたので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の詳細な記憶及び申立人の記憶する元同僚の証言から判断すると、申

立人が申立期間にＡ社において勤務していたことは推認できる。  

 しかしながら、申立期間当時の当該事業所の取締役及び社会保険事務担当者

は既に死亡していることから、申立人の厚生年金保険の加入状況について確認

できない。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険

者名簿」という。）により、申立人と同じく昭和 30 年１月 21 日に資格取得し

ている元従業員のうち４人に照会したところ、３人が申立人と同様、「自身の

入社日は 29年４月１日である。」と供述している上、当該３人のうちの２人は

「厚生年金保険に加入するまでの間、保険料控除は無かった。」と供述してお

り、別の一人は「入社後しばらくの間、試用期間があった。」と供述している。 

さらに、上記の被保険者名簿によると、申立人が被保険者資格を取得した昭

和 30年１月 21日に、申立人を含む 29人が同時に同資格を取得しているなど、

当該事業所においては、資格取得日が同一日である者が多数確認できる。 

これらのことから判断すると、当該事業所では、従業員の入社と同時には厚

生年金保険の加入手続を行っておらず、採用してから相当期間経過後に加入さ

せていた上、一定期間内に採用した者について、一度にまとめて加入手続を行



 

っていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 



 

兵庫厚生年金 事案 2162 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年３月から 37年３月１日まで 

私は、昭和 35年３月から 37年８月 20日までＡ社 (35年にＢ社に社名変

更。現在は、Ｃ社)で勤務していたが、年金記録では、37年３月１日に厚生

年金保険に加入したことにされており、納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の供述及びＡ社又はＢ社の元従業員の証言から、期間は特定できない

ものの、申立人がＡ社において勤務していたことはうかがえる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所であっ

たことは確認できない上、同社の名称変更後のＢ社は、申立期間終期の昭和

37 年３月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は同社が

適用事業所となる前の期間であることが確認できる。 

また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立人を含

む 18人の従業員が昭和 37年３月１日に被保険者資格を取得しており、同日以

前に資格を取得した者はいないことが確認できる上、記録に不自然な点は見当

たらない。 

さらに、Ｂ社の元従業員の一人は、「私は、昭和 36 年７月か８月ごろから

勤務しているが、同年３月以前に給与から厚生年金保険料を控除された覚えは

無い。」と証言している。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人が申立期間に係る厚

生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2163 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月 15日から平成２年 12月 27日まで 

    Ａ社に勤務していた際の標準報酬月額に疑義がある。調査願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する昭和 61年度から平成３年度までの市民税県民税特別徴収

税額決定通知書（以下「決定通知書」という。）によると、申立人は、申立期

間のうち昭和 60 年から平成元年までの期間について、標準報酬月額から計算

された年間の標準報酬月額の合計額を超える給与収入（総支給額）を得ていた

ことが確認できる。 

また、上記決定通知書によると、申立人は、申立期間のうち昭和 63年から

平成２年までの期間について、標準報酬月額に見合う厚生年金保険料額及び健

康保険料額並びに雇用保険料額のそれぞれの合計額から計算された年間の社

会保険料額を超える同保険料額が控除されていることも確認できる。  

しかしながら、申立人は、当時の給与に関して、「勤務内容は朝９時から翌

朝９時までの 24 時間勤務で次の日が休みになっていたが、休まずに仕事に就

いており、かなりの時間外手当が付き総収入も多くなっていた。」と供述して

いることから、標準報酬月額の随時改定の対象とならない非固定的賃金である

残業手当の割合が多かったことがうかがえるところ、複数の元同僚は、「自身

の標準報酬月額は正しい。」、「給与のうち、残業手当が占める割合は多かった。」、

「賞与の支給はあった。」とそれぞれ証言している。 

これらのことから判断すると、申立期間当時、Ａ社が支払った申立人に係

る給与額については、非固定的賃金としての手当及び賞与が支給されており、

年間収入（総支給額）が増額していたことがうかがえる。 



 

また、上記決定通知書からは、申立人の申立期間に係る給与支給額の固定的

賃金と非固定的賃金の割合及び社会保険料控除の総額に占める厚生年金保険

料の控除額を算出することができない上、Ａ社は、「当時の申立人に係る資料

の保管は無く、不明である。」と回答している。 

さらに、Ａ社に係るオンライン記録によると、申立人の申立期間当時の厚

生年金保険の標準報酬月額は、元同僚の標準報酬月額と比べ、著しく低いとは

言い難い上、標準報酬月額が遡及
そきゅう

して引き下げられているなどの不自然な点も

見当たらない。 

このほか、申立人に係る申立期間当時の給与支給額や保険料控除額を確認

できる資料は無く、ほかに申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



 

兵庫厚生年金 事案 2164 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 （死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年９月 15日から 36年４月３日まで 

私の夫は、昭和 29年５月から 51年９月まで、Ａ社とＢ社に交互に継続し

て勤務していた。オンライン記録によると、Ａ社において 34年９月 15日に

資格喪失し、Ｂ社において 36年４月３日に資格取得しており、34年９月 15

日から 36 年４月３日までの厚生年金保険被保険者記録が無い。当該期間以

外については、Ａ社及びＢ社の転職に関して、厚生年金保険被保険者記録は

継続しているのに、空白期間があるのは納得いかない。Ａ社又はＢ社のどち

らかに勤務していたのでよく調べて、記録を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人の妻は、「私の夫は、昭和 29年５月から 51年９月まで、Ａ社とＢ

社に交互に継続して勤務していた。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社については、同社から提出された申立人に係る健康保

険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の写しによると、昭和 34 年９

月 15日に資格喪失した記載が確認でき、オンライン記録と一致する。 

また、Ａ社は、「当該通知書以外に申立人に係る資料は無く、当時の状況

が分かる者もいないため、申立期間に係る申立人の在籍及び厚生年金保険の

加入について不明である。」と回答しており、申立人の申立期間についての

厚生年金保険の加入について確認できない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間

の前後に厚生年金保険被保険者記録があり、所在が確認できた 37 人に申立

人の厚生年金保険への加入状況について照会し、25 人から回答があったも



 

のの、申立人が申立期間において厚生年金保険に加入していたことを裏付け

る証言や証拠は得られない上、同社の当時の事業主は、「申立人は昭和 34

年９月に同社を退職し、その後、Ｂ社の従業員又は外注工として勤務してい

た。」と供述している。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人

は被保険者資格を昭和 34年９月 15日に喪失し、健康保険被保険者証を返納

したことを表す「証返」の記載が確認できる。 

２ Ｂ社については、複数の元同僚の証言により、申立人は申立期間ごろに、

同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社において申立期間の前後に厚生年金保険被保険者記録

があり、所在が確認できた５人に申立人の厚生年金保険への加入状況につい

て照会し、５人全員から回答があったものの、申立人が申立期間において厚

生年金保険に加入していたことを裏付ける証言や証拠は得られない上、閉鎖

登記簿謄本によると、当該事業所は、既に清算結了していることが確認でき、

当時の代表取締役は既に死亡している等により、申立人の申立期間に係る勤

務実態を確認することができない。 

また、Ｂ社の事務担当者は、「被保険者でない者の給与からは厚生年金保

険料を控除していない。」と回答している。 

さらに、申立人に係る雇用保険被保険者記録によると、昭和 36 年４月３

日に被保険者資格を取得し、50 年 12 月 23 日に離職していることが確認で

き、厚生年金保険被保険者記録と一致することが確認できる。 

３ このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを示す関連資料は無く、ほかに申立人の給与から厚生

年金保険料が控除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

兵庫厚生年金 事案 2165 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立人の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名  ： 男     

基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和４年生 

住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 19年９月 28日から 20年４月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に昭和 19年６月 22日に入社し、60年４月 29日に

定年退職するまで継続して勤務していたにもかかわらず、19年９月 28日か

ら 20 年４月１日までの期間に、Ｃ市の寮で勤務していた期間等の船員保険

記録が空白である。調査の上、訂正願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、申立人が船員として勤務していたＤ丸が昭和 19 年９月＊日に

沈没し、救助された船舶の再度の沈没を経てＥに帰港するまでの期間、その後

の約20日間の休暇期間及び同年12月ごろからＡ社の寮において勤務した約４

か月の期間を通じた期間であり、申立人は、「申立期間においても船員保険被

保険者であったはずだ。」と主張している。 

しかし、申立期間については、Ｂ社から提出された申立人に係る社会保険台

帳によると、申立人は、Ｄ丸において、昭和 19 年７月９日に船員保険被保険

者資格を取得し、同年９月 28 日に同資格を喪失した後、「予備」として 20

年４月１日に被保険者資格を取得していることが確認でき、申立人に係る船員

保険被保険者台帳（旧台帳）及びオンライン記録とも一致している。 

また、上記「予備」については、Ｆ団体における「適用船舶に乗り組むため

雇用されている者で、船内で使用されていない者」（以下「予備船員」という。）

に該当する者と考えられ、予備船員については、昭和 20 年４月１日以前には

船員保険の適用が無かったところ、Ｂ社は、「日本の船は国家総動員法の下、

20 年３月末までは、乗船時のみＦ団体により手続が行われ、船員保険に加入

していた。」と回答しており、申立人は、「救助された船舶においては、船員と

しては勤務していなかった。」と供述していることから、申立期間について、



 

申立人は予備船員であったことが認められる。 

さらに、申立人がＤ丸乗船時に氏名を挙げている元同僚の一人は、昭和 17

年３月 22 日から 19 年９月 28 日までの期間及び 21 年 10 月１日から 23 年 11

月 30 日までの期間、Ａ社において船員保険被保険者記録が確認でき、Ｄ丸が

沈没した 19 年９月＊日に被保険者資格を喪失していることが確認できる上、

「予備船員として乗船していない期間も船員保険の加入ができるようになっ

たのは、20 年４月１日からだということは会社から聞いていたので、申立人

が陸に上がってからの期間について、同日からしか船員保険の記録が無いのは

納得できる。」と供述している。 

このほか、申立人が申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除

されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                    

  

兵庫厚生年金 事案 2166                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年３月 20日から 40年１月１日まで 

私は、Ａ市在住中に長男（昭和 39 年生）を出産後、翌年にＢ社を退職し

た。その後、脱退手当金の通知があったが、当時子育てに追われていたこと

と、遠方であったことが理由でそのままにしていたため、７年ほど経過後に

Ｃ社会保険事務所（当時）に出向いたところ、脱退手当金処理済と言われた

が、脱退手当金を受領していない。よく調査いただきたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｂ社を退職する際、同社に脱退手当金の請求を委任し、Ｃ社会保

険事務所から厚生年金保険脱退手当金支給決定通知書がＡ市の自宅に郵送さ

れてきたと供述していることから、申立人の意思に基づき脱退手当金が請求さ

れたことは明らかである。 

また、申立人は、厚生年金保険脱退手当金支給決定通知書は所持しているが、

同封の国庫金送金通知書を所持していないことから、脱退手当金を既に受領し

ていたと考えるのが自然である。 

さらに、申立人が所持する厚生年金保険被保険者証には、脱退手当金が支給

されたことを意味する「脱」の文字が押印されている上、申立期間の脱退手当

金は支給額に計算上の誤りは無いなど一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


